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岩手県教育委員会  

 

令和８年６月岩手県教育委員会定例会の開催について 

 標記の会議を下記により開催します。 

 なお、会議は公開としますが、教育委員会の議決により全部又は一部（例：個別の人事案件、個人情

報を含む案件）を非公開とする場合があります。 

記 

１ 開催日時 

  令和８年６月 15日（月） 午後１時 30分 

２ 開催場所  

  県庁 10階 教育委員室（盛岡市内丸 10番１号） 

３ 議題 

〔議案〕 

・  岩手県生涯学習審議会委員の任命及び岩手県社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることに 

ついて（生涯学習文化財課） 

・  岩手県立図書館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて（生涯学習文化財課） 

・  職員の一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に関し議決を求めることにつ

いて（服務管理監） 

なお、議題は変更される場合がありますので、御了承願います。 

４ 傍聴定員 

  ５人 

５ 取材上の留意事項 

 (１) 写真撮影等については、許可が必要となりますので、あらかじめ事務局まで御相談ください。 

    なお、撮影等が可能な場所は、傍聴席の前のスペースに限らせていただきます。 

(２) 携帯電話はあらかじめ電源を切るか、マナーモードに設定してください。 

 (３) 私語、談話は慎んでください。 

６ 会議結果 

会議終了後、行政情報センター及び県ホームページに掲出します。 

７ 傍聴に当たっての留意事項 

傍聴に当たっては、「岩手県教育委員会傍聴規則」に留意してください。 

問い合わせ先：教育委員会事務局教育企画室 総務担当（伊藤） ℡：019-629-6109（直通） 



 

○ 岩手県教育委員会会議規則（昭和31年岩手県教育委員会規則第７号） 〔抜粋〕 

（会議を非公開とする場合の措置） 

第10条 法第14条第７項ただし書の規定に基づき会議を公開しないこととするときは、

教育長は、一般傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退席させるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 岩手県教育委員会傍聴規則（平成３年岩手県教育委員会規則第１号） 〔抜粋〕 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、教育委員会の会議（以下「会議」という。）の傍聴に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 （傍聴の手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所、氏名等必要事項を記

入の上、係員の指示に従い、所定の傍聴席に着かなければならない。 

 （傍聴人の制限） 

第３条 教育長は、傍聴人の人数を場所その他の事情により制限することができる。 

 （入場の禁止） 

第４条 次のいずれかに該当する者は、入場することができない。 

 (１) 酒気を帯びていると認められる者 

 (２) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者 

 (３) その他教育長が会議の傍聴が不適当であると認める者 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

 (１) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。 

 (２) 私語、談話、拍手等をしないこと。 

 (３) みだりに席を離れ、又は不体裁な行状をしないこと。 

 (４) その他会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 

 （撮影、録音等の禁止） 

第６条 傍聴人は、会議場において、撮影、録音等をしてはならない。ただし、教育長の許

可を得た場合は、この限りでない。 

 （教育長の指示） 

第７条 前２条に規定するもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。 

 （会議を非公開とする場合の退場） 

第８条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければな 

 らない。 

 （退場命令） 

  第９条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わな

いときは、その者に退場を命ずることができる。 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号） 〔抜粋〕 

第 14条  教育委員会の会議は、教育長が招集する。  

７ 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議に

より、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。  


